
 

 

１. 土木工事施工管理基準 
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土木工事施工管理基準 

 

この土木工事施工管理基準(以下、「管理基準」とする。)は、土木工事共通仕様書、第

１編 1-1-26 施工管理」に規定する土木工事の施工管理及び規格値の基準を定めたもの

である。 

 

１．目  的 

この管理基準は、土木工事の施工について、契約図書に定められた工期、工事目的物

の出来形及び品質規格の確保を図ることを目的とする。 

 

２．適  用 

この管理基準は、川崎市建設緑政局（各区役所道路公園センター含む）が発注する土

木工事について適用する。ただし、設計図書に明示されていない仮設構造物等は除くも

のとする。また、工事の種類、規模、施工条件等により、この管理基準によりがたい場

合、または、基準、規格値が定められていない工種については、監督員と協議の上、施

工管理を行うものとする。 

 

３．構  成 

                        工事管理 

       施工管理             出来形管理 

     （工事写真を含む）          品質管理 

 

４．管理の実施 

（１）受注者は、工事施工前に、施工管理計画及び施工管理担当者を定めなければならな

い。 

（２）施工管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を行わなければ

ならない。 

（３）受注者は、測定(試験)等を工事の施工と並行して、管理の目的が達せられるよう速

やかに実施しなければならない。 

（４）受注者は、測定(試験)等の結果をその都度管理図表等に記録し、適切な管理のもと

に保管し、監督員の請求に対し速やかに提示するとともに、工事完成時に提出しな

ければならない。 

 

５．管理項目及び方法 

（１）工程管理 

受注者は、工事内容に応じて適切な工程管理（ネットワーク、バーチャート方式な

ど）を行うものとする。ただし、応急処理又は維持工事等の当初工事計画が困難な工

事内容については、省略できるものとする。 
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（２）出来形管理 

受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実測し、

設計値と実測値を対比して記録した出来形管理図表を作成し管理するものとする。 

 

（３）品質管理 

受注者は、品質を品質管理基準に定める試験項目、試験方法及び試験基準により管

理するものとする。 

この品質管理基準の適用は、試験区分で「必須」となっている試験項目は全面的に

実施するものとする。 

また､試験区分で｢その他｣となっている試験項目は､特記仕様書で指定するものを実

施するものとする｡ 

なお、品質管理基準に定めのない試験項目及び適用除外の試験項目についても、社

内基準を設定し品質管理を行う等品質確保に努めること。 

 

６．規格値 

受注者は、出来形管理基準及び品質管理基準により測定した各実測（試験・検査・

計測）値は、すべて規格値を満足しなければならない。 

 

７．その他 

（１）工事写真 

受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後明

視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写真

管理基準により撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対し速やかに提

示するとともに、工事完成時に提出しなければならない。 

 

（２）情報化施工 

情報化施工を実施する場合の土工の出来形管理については、国土交通省制定「情報

化施工技術の使用原則化について」によるものとする。ただし、これにより難い場合、

受注者は監督員と協議しなければならない。なお、「ＴＳを用いた出来形管理要領（土

工編）」は「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）第 2 編（土工編）」に読み

替えるものとし、「ＴＳを用いた出来形管理の監督・検査要領（河川土工編）」及び「Ｔ

Ｓを用いた出来形管理の監督・検査要領（道路土工編）」は「ＴＳ等光波方式を用いた

出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）」に読み替えるものとする。 

 

（３）３次元データによる出来形管理 

ＩＣＴ施工において、３次元データを用いた出来形管理を行う場合は、国土交通省

制定「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）｣の規定によるものとする。 

なお、ここでいう３次元データとは、工事目的物あるいは現地地形の形状を３次元

空間上に再現するために必要なデータであり、これに係る各項目記載の要領は国土交

通省のものを参照することとする。 



 

3 

 

（４）施工箇所が点在する工事 

施工箇所が点在する工事については、施工箇所毎に測定（試験）基準を設定するも

のとする。 

なお、これにより難い場合は、監督員と協議しなければならない。 


